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平成19年２月２日　下田市議会だより

　
十
二
月
議
会
は
、
六
日
か
ら

十
三
日
の
八
日
間
の
会
期
で
開

か
れ
、
市
長
提
出
議
案
は
十
二

件
と
、
意
見
書
二
件
が
審
議
さ

れ
全
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
主

だ
っ
た
議
案
は
、
人
事
案
件
が

二
件
で
監
査
委
員
と
教
育
委
員

で
す
。
（
八
頁
記
載
）

　
条
例
関
係
は
六
件
で
、
主
な

委
員
長
　
　
　
　
　
土
屋
勝
利

副
委
員
長
　
　
　
　
中
村
　
明

委
員
　
嶋
津
安
則
　
土
屋
雄
二

　
　
　
小
林
弘
次
　
土
屋
誠
司

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議

案
は
、
下
田
市
特
別
職
の
常
勤

職
員
給
与
支
給
条
例
の
特
例
に

関
す
る
条
例
の
制
定
で
す
。

　
委
員
会
で
は
、
家
電
四
品
目

許
可
等
の
経
過
を
調
査
し
、
平

成
十
三
年
九
月
よ
り
家
電
リ
サ

イ
ク
ル
法
の
施
行
に
伴
う
テ
レ

ビ
の
処
理
基
準
に
適
合
し
な
い

処
理
が
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と

に
対
し
て
、
市
長
及
び
助
役
は

理
に
問
題
が
あ
る
た
め
、
以
下

の
通
り
当
局
に
申
し
入
を
行
な

っ
た
。
①
残
さ
の
処
理
の
問
題

②
有
償
処
理
料
金
の
問
題
③
ビ

ン
、
粗
大
ゴ
ミ
の
持
ち
帰
り
の

取
扱
い
④
リ
サ
イ
ク
ル
ゴ
ミ
の

取
扱
い
⑤
許
認
可
に
お
け
る
協

議
事
項
等
の
問
題
⑥
そ
の
他
諸

問
題
の
解
明
に
つ
い
て
。

　
一
般
会
計
補
正
予
算
で
は
、

減
債
基
金
を
取
り
崩
し
て
ベ
イ

・
ス
テ
ー
ジ
下
田
建
設
借
入
金

を
二
億
六
千
六
百
万
円
繰
上
償

還
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ

の
効
果
は
利
子
の
軽
減
と
な
り、

実
質
公
債
費
比
率
の
て
い
減
に

つ
な
が
る
事
が
、
財
政
健
全
化

策
の
一
環
と
し
て
有
効
で
あ
る

と
の
説
明
で
あ
り
ま
し
た
。

　
十
日
町
市
は
、
（
旧
）
十
日

町
市
、
川
西
町
・
松
代
町
・
松

之
山
町
・
中
里
村
の
一
市
三
町

一
村
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
市

で
す
。
新
潟
県
の
南
部
、
東
京

か
ら
は
約
二
百
キ
ロ
、
新
潟
市

か
ら
は
約
百
キ
ロ
の
地
点
に
あ

り
、
そ
ば
と
地
酒
と
米
が
名
物

の
全
国
有
数
の
豪
雪
地
帯
で
す。

平
成
十
七
年
四
月
一
日
の
合
併

に
よ
り
、
人
口
六
万
三
千
人
、

面
積
五
百
八
十
九
平
方
キ
ロ
の

市
と
し
て
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

視
察
当
日
は
、
十
日
町
市
役
所

に
て
総
合
政
策
課
・
財
政
課
よ

り
新
市
合
併
に
至
る
ま
で
の
経

過
か
ら
、
新
市
建
設
計
画
へ
の

取
組
や
財
政
再
建
へ
の
取
組
状

況
、
合
併
に
よ
る
地
域
間
格
差

や
そ
の
他
合
併
後
の
推
移
と
課

題
、
あ
る
い
は
合
併
特
例
債
の

活
用
状
況
に
つ
い
て
説
明
を
受

け
た
後
、
質
疑
応
答
・
意
見
交

換
を
行
い
ま
し
た
。

　
十
日
町
市
に
は
中
越
大
震
災

の
復
旧
事
業
費
や
、
昨
年
の
豪

雪
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
例
年

克
雪
・
利
雪
対
策
に
費
用
を
要

す
る
な
ど
地
域
的
な
特
殊
事
情

も
あ
り
ま
す
が
、
人
口
や
財
政

規
模
、
ま
た
、
特
に
旧
町
村
部

の
農
山
村
地
域
に
お
い
て
過
疎

化
が
進
み
今
後
も
人
口
減
が
見

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
下

田
市
を
取
り
巻
く
状
況
と
も
共

通
す
る
課
題
を
抱
え
て
お
り
、

活
発
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
大
い

に
参
考
と
な
る
視
察
と
な
り
ま

し
た
。

　
長
岡
市
は
、
平
成
十
六
年
十

月
二
十
三
日
に
中
越
大
震
災
に

見
舞
わ
れ
、
旧
山
古
志
村
地
域

を
は
じ
め
市
域
内
に
甚
大
な
被

害
を
受
け
ま
し
た
。
被
災
か
ら

二
年
を
経
過
し
た
現
在
も
復
旧

・
復
興
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
視
察
当
日
は
長
岡
市
の
手
配

車
両
で
旧
山
古
志
村
地
域
内
の

被
災
現
場
を
回
り
、
担
当
者
の

案
内
で
被
災
後
現
在
も
急
ピ
ッ

チ
で
進
め
ら
れ
て
い
る
現
場
各

所
の
復
旧
状
況
等
に
つ
い
て
説

明
を
受
け
、
現
場
・
車
内
に
お

い
て
質
疑
応
答
・
意
見
交
換
を

行
い
ま
し
た
。

　
被
災
に
よ
り
途
絶
え
た
通
信

体
制
と
情
報
収
集
体
制
の
復
旧

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
入
体
制

の
確
立
等
被
災
直
後
に
直
面
し

た
課
題
、
ま
た
、
復
旧
に
当
た

っ
て
は
国
と
県
と
市
の
役
割
・

費
用
負
担
の
分
担
な
ど
で
多
く

の
課
題
に
直
面
し
、
合
併
し
た

こ
と
で
特
に
財
政
面
に
お
い
て

多
く
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が

出
来
た
こ
と
な
ど
、
今
後
下
田

市
が
直
面
す
る
課
題
に
参
考
と

な
る
視

察
と
な

り
ま
し

た
。

も
の
と
し
て
は
、
下
田
市
特
別

職
の
常
勤
職
員
給
与
支
給
条
例

の
特
例
に
関
す
る
条
例
制
定
、

市
立
小
・
中
学
校
及
び
幼
稚
園

設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
制
定
で
あ
り
ま
す
。

　
平
成
十
八
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算
は
、
総
額
三
億
百
十
六

万
円
で
、
主
な
も
の
は
、
ベ
イ

・
ス
テ
ー
ジ
下
田
建
設
費
借
入

金
の
繰
上
償
還
分
二
億
六
千
六

百
万
円
で
す
。

職
員
の
担
当
す
る
事
務
を
監
視

す
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
平

成
十
三
年
九
月
一
日
の
許
可
更

新
の
際
に
処
理
基
準
を
満
た
し

て
い
な
い
ま
ま
許
可
し
た
こ
と。

ま
た
、
平
成
十
六
年
度
の
法
改

正
に
よ
る
冷
蔵
庫
の
断
熱
フ
ロ

ン
の
回
収
が
出
来
な
い
施
設
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
正

な
行
政
指
導
を
怠
っ
た
こ
と
に

対
し
て
、
給
料
カ
ッ
ト
を
市
長

十
％
を
二
ヶ
月
、
助
役
は
十
％

を
一
ヶ
月
課
す
る
こ
と
を
認
め

ま
し
た
。

　
委
員
会
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
シ

ス
テ
ム
と
一
般
廃
棄
物
等
の
処
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